
1

○
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
七
十
九
条
（
略
）

第
一
条
～
第
七
十
九
条
（
略
）

様
式
第
一
号
～
様
式
第
十
五
号
（
略
）

様
式
第
一
号
～
様
式
第
十
五
号
（
略
）

別
表
第
一
～
別
表
第
六
（
略
）

別
表
第
一
～
別
表
第
六
（
略
）

別
表
第
七

（
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
七

（
第
二
十
一
条
関
係
）

作
物

加
工
食
品

作
物

加
工
食
品

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

パ
パ
イ
ヤ

パ
パ
イ
ヤ
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の

別
表
第
八
～
別
表
第
十
七
（
略
）

別
表
第
八
～
別
表
第
十
七
（
略
）
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